
冬
の
味
覚
で
あ
る
カ
キ
は
栄
養

価
が
高
く
、
食
べ
方
も
い
ろ
い
ろ

と
楽
し
め
ま
す
。
そ
の
反
面
、
カ

キ
を
原
因
と
す
る
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

の
食
中
毒
が
毎
年
各
地
で
発
生
し

て
い
ま
す
。
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
カ

キ
の
内
臓
に
蓄
積
さ
れ
、
表
面
を

洗
う
だ
け
で
は
除
去
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
感
染
し
た
人
の
便
な
ど
に

も
多
く
存
在
し
ま
す
。

《
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
》

こ
う
し
て
感
染

�
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た

食
材
（
生
ガ
キ
な
ど
）
を
食
べ
て

�
感
染
し
た
人
の
嘔
吐
物
や
便
な

ど
を
介
し
て

こ
の
よ
う
な
症
状
が

吐
き
気
・
嘔
吐
・
下
痢
・
腹
痛
・
発
熱

や
頭
痛
な
ど
風
邪
に
似
た
症
状

予
防
す
る
に
は

�
カ
キ
は
出
来
る
だ
け
加
熱
調
理

（
中
心
温
度
８５
度
以
上
で
１
分
以

上
）
し
ま
し
ょ
う

�
調
理
前
・
食
事
前
・
ト
イ
レ
の

後
に
は
、
し
っ
か
り
手
を
洗
い
ま

し
ょ
う

�
調
理
台
な
ど
は
塩
素
系
漂
白
剤

で
拭
き
、
ま
な
板
・
包
丁
・
ふ
き
ん

な
ど
は
加
熱
消
毒
（
８５
度
以
上
の

熱
湯
で
１
分
以
上
）
し
ま
し
ょ
う

�

衛
生
課
食
品
衛
生
担
当

（
�
３７１
・
７
２
９
９
）

���
�
�
�
�

乳
幼
児
医
療
費
の
払
い
戻
し
に
該

当
し
ま
せ
ん
か

３
歳
以
上
小
学
校
就
学
前
ま
で

の
幼
児
の
外
来
は
、
１
か
月
の
医

療
保
険
の
自
己
負
担
額
が
８
千
円

（
医
療
機
関
が
複
数
の
場
合
は
合

算
）
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ

り
超
え
た
額
を
払
い
戻
し
ま
す

（
※
）。

乳
幼
児
医
療
費
の
払
い
戻
し
申

請
に
は
領
収
証
の
原
本
が
必
要
で

す
。
先
に
確
定
申
告
の
医
療
費
控

除
に
添
付
さ
れ
る
と
払
い
戻
し
が

出
来
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
医

療
費
控
除
に
乳
幼
児
医
療
費
の
払

い
戻
し
分
を
含
め
る
と
、
修
正
申

告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
確
定
申
告
を
さ
れ
る
と

き
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
の
払
い
戻
し
に
必
要
な

も
の

�
領
収
証
の
原
本
（
患
者
名
・
保

険
診
療
点
数
・
受
診
日
の
明
記
さ

れ
た
も
の
）
�
お
子
さ
ん
の
名
前

が
記
載
さ
れ
た
健
康
保
険
証
（
原

本
）
�
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証

（
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の

み
）
�
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳

な
ど
振
込
口
座
番
号
の
わ
か
る
も

の（
郵
便
局
は
取
り
扱
え
ま
せ
ん
）

＊
印
鑑
や
医
療
費
支
給
証
明
書
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
は
、
必
要
書
類
を
持
っ
て

福
祉
介
護
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

▼
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
の
交

付
を
受
け
る
と
、
小
学
校
就
学
前

ま
で
の
乳
幼
児
の
入
院
と
２
歳
以

下
の
乳
幼
児
の
外
来
に
つ
い
て
も
、

１
か
月
１
医
療
機
関
に
つ
き
２００
円

の
一
部
負
担
金
で
医
療
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
交
付
を
申
請
さ
れ
る
方

は
、
�
を
持
っ
て
福
祉
介
護
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

�

福
祉
介
護
課
福
祉
医
療
担
当

（
�
３７１
・
７
２
１
６
）

申
告
期
間

２
月
１６
日（
木
）〜
３
月
１５
日（
水
）

※
土
・
日
は
除
く

市
・
府
民
税
の
申
告
は

区
役
所
へ

平
成
１８
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
在
住
で
、
平
成
１７
年
中
の
所
得

金
額
が
市
・
府
民
税
の
基
礎
控
除

額
（
３３
万
円
）、
配
偶
者
控
除
額

（
３３
〜
６１
万
円
）、
扶
養
控
除
額

（
３３
〜
６８
万
円
）
の
合
計
額
を
超

え
る
方
が
対
象
。
た
だ
し
、
平
成

１７
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
た
方
、
平
成
１７
年
中
の
所
得
が

給
与
や
年
金
の
み
で
、
支
払
先
か

ら
給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年
金

等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
方
は
通
常
、申
告
は
不
要
で
す
。

※
前
年
に
申
告
さ
れ
た
方
に
は
、

１
月
中
に
申
告
書
の
用
紙
を
送
付

し
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は

税
務
署
へ

次
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

�
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

か
ら
算
出
さ
れ
る
所
得
税
額
が
あ

る
方
�
給
与
所
得
者
の
う
ち
、
給

与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万

円
を
超
え
る
方
や
給
与
収
入
が
２

千
万
円
を
超
え
る
方
な
ど

所
得
税
が
戻
る
場
合
が

あ
り
ま
す（
還
付
申
告
）

給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
等
受

給
者
で
、
�
給
与
支
払
者
や
公
的

年
金
等
支
払
者
へ
届
け
出
た
以
外

に
、
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料

な
ど
の
所
得
控
除
が
あ
る
方
�
多

額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
�
住

宅
ロ
ー
ン
の
融
資
を
受
け
て
住
宅

を
取
得
し
た
方
な
ど
は
、
源
泉
徴

収
さ
れ
た
税
金
が
還
付
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

※
公
的
年
金
収
入
の
み
の
簡
易
な

確
定
申
告
書
や
給
与
所
得
者
の
還

付
申
告
は
、
申
告
期
間
中
に
市
民

税
課
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

�

市
民
税
課
市
民
税
担
当
（
�

３７１
・
７
１
７
２
）
／
下
京
税
務
署

個
人
課
税
第
１
部
門
（
�
３５１
・
９

１
６
１
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

還付申告相談センター
サラリーマンなどの給与所得
者や公的年金等受給者の方で、
医療費控除や住宅借入金等特別
控除などの所得税の還付申告を
される方の相談と受付を行いま
す。
期間 ２月１日（水）～２８日（火）
午前９時３０分～午後４時
※土・日は除く
場所 きらっ都プラザ（京都産
業会館）２階（四条烏丸西入南側）

年金所得者の申告相談会場
期間 ２月６日（月）～８日（水）
午前１０時～午後４時
場所 下京区総合庁舎 ４階

広域申告相談センター
次の日曜日は確定申告の相談
と申告を受け付けます。
日時 ２月１９・２６日（日）
午前９時～午後５時
場所 きらっ都プラザ（京都産
業会館）２階（四条烏丸西入南側）
※両日とも混雑しますのでご了
承ください。

バイクを廃車するときは
Ｑ 下京太郎さんは、所有している５０㏄の
原付バイクを廃棄処分することにしました。
区役所へはどのような手続きが必要となり
ますか。
Ａ 区役所へは、バイクの廃車手続きが必
要です。下京太郎さんの印鑑（認印）とバ

イクのナンバープレートを持
って市民税課までお越しください。また、廃
車の手続きは、市内の全ての区役所・支所で
受け付けています。
なお、バイクを４月１日現在で所有されて
いる場合は、年度の途中で廃車されても当該
年度の軽自動車税が課税されます。
� 市民税課管理担当（�３７１・７１７１）

市税の基礎知識基礎知識 Q&A市税の基礎知識 Q&A

市
・
府
民
税

所
得
税

確
定
申
告
を

す
る
前
に

乳
幼
児
医
療
費
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

下京区には、世界文化遺産に登録され
ている「西本願寺」をはじめ、数多くの
文化財があります。
文化財は、先人から引き継いだかけが
えのない財産です。これらの貴重な文化
財が今日まで保存されてきたのは、関係
する人々や地域のたゆみない努力があっ
てのことです。しかし、過去に多くの社
寺などの文化財が失われてきました。そ
の最大の原因は「火災」です。いったん
焼失した文化財は復元できても、文化財
としての価値は失われてしまいます。
これからも文化財を火災から守ってい
くには、地域の皆さんのますますの協力
が必要です。

Ｑ 文化財を火災から守るために、どの
ような取組をしていますか。
Ａ 消防局では、文化財関係者と地域の
皆さんや事業所とが互いに協力して、地
域ぐるみで文化財を火災から守ろうとい
う「文化財レスキュー体制」づくりを進
めています。
Ｑ どのようなことを行うのですか
Ａ 大きく分けて２つあります。
�文化財の火災は、放火による火災が発
生件数の約半数を占めています。そのた
め、放火を防ぐ環境をつくるための話し
合いや巡回など行います。
�万一火災が発生したときは、消防隊が
到着するまでの間
に、通報、初期消
火、文化財の搬出、
避難誘導などを協
力して行います。
日ごろから地域
で開催される消防
訓練に参加し、い
ざというときのた
めに、消火や搬出
などの訓練をして
おきましょう。

こ
ん
に
ち
は
、
け
す
ぞ
う

君
で
す
。

今
回
は
、
文
化
財
の
防
火

に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。

けすぞう君の防災 Q&A
みんなで文化財を火災から守ろう
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～あなたの協力が文化財を守る～

���
���
���

世界に誇る京都の文化財を後世に継
承するため、文化財の関係者、地域の
皆さん、消防署などが協力し、みんな
で文化財を火災から守りましょう。

文化財防火運動
１月２３日～２９日
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カカ
キキ
にに
よよ
るる

食食
中中
毒毒
とと
そそ
のの
予予
防防
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税税税税税務務務務務署署署署署でででででははははは確確確確確定定定定定申申申申申告告告告告ののののの税税税税税税税税税税務務務務務務務務務務署署署署署署署署署署でででででででででではははははははははは確確確確確確確確確確定定定定定定定定定定申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告のののののののののの

申
告
は
お
早
め
に
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（３） 市 民 し ん ぶ ん 下京区版第１２１号平成１８年１月１５日


